
[平成26年４月　様式２]

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

16 介護保険に関する事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

　酒々井町は，介護保険に関する事務における特定個人情報ファイルの取
り扱いについて，特定個人情報の漏えいやその他の事態発生による個人の
プライバシー等の権利利益に与える影響を認識し，このようなリスクを軽減
するための適切な措置を講じたうえで、個人のプライバシー等の権利利益
の保護に取り組んでいることを宣言する。

 公表日

  平成28年11月21日

特記事項

 評価実施機関名

酒々井町長



2) 実施しない

健康福祉課介護保険班　千葉県印旛郡酒々井町中央台４丁目１１番地　043-496-1171

 ８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 連絡先 健康福祉課介護保険班　千葉県印旛郡酒々井町中央台４丁目１１番地　043-496-1171

]

 ７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 請求先

総務省

 ６．他の評価実施機関

 ②法令上の根拠

 ５．評価実施機関における担当部署

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第１９条第７号　別表第二
【情報提供】１、２、３、４、６、１７、２２、２６、３０、３３、３９、４２、４３、５６-２、５８、６１、６２、８０、８１、８
７、８８、９０、９４、９５、９７、１０９、１１７、１２０
【情報照会】９３，９４

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定
める事務及び情報を定める命令　第１条、第２条、第３条、第４条、第６条、第１９条、第２５条、第３０
条、第３２条、第３３条、第４３条、第４４条、第４６条、第４７条、第４９条

酒々井町健康福祉課介護保険班

健康福祉課長　河島幸弘

 ２．特定個人情報ファイル名

 ①部署

 ②所属長

1) 実施する

１．介護資格ファイル　２．介護保険料賦課・徴収ファイル　３．介護受給者台帳ファイル　４．介護認定ファイル　５．介護給付実績ファイ
ル　６．介護負担区分ファイル　７．口座情報ファイル　８．宛名情報ファイル

 ３．個人番号の利用

 ４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携

 法令上の根拠

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第９条第１項　別表第一
６８
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で
定める事務を定める命令　第５０条

 ①実施の有無

＜選択肢＞

3) 未定

実施する[

Ⅰ　関連情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 介護保険に関する事務

 ③システムの名称
介護保険システム，収納管理システム，滞納管理システム，口座管理システム，宛名管理システム，年
金集約システム，中間サーバー，バックアップシステム

・介護保険法、その他の介護保険に関する法律及び条例に基づき、介護保険の資格管理、介護保険料
の賦課徴収、受給者管理、給付管理とそれに関する調査を行っている。

・特定保人情報ファイルは、次の事務に利用している。
①介護保険資格の取得、喪失の決定
②介護保険料額の算定
③納入通知書による介護保険料額の通知
④介護保険料の納入状況の管理
⑤介護サービス受給のための要介護認定の申請受付、認定、負担限度額認定、給付制限の実施
⑥高額介護費等の介護給付の申請受付、決定の実施
⑦介護保険に関わる証明書の発行
⑧介護保険被保険者台帳の照会
⑨情報提供に必要な情報を「副本」として保持する

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二に基づき、情報
提供に必要な情報を「副本」として装備した中間サーバーを介して情報提供ネットワークシステムに接続
し、各情報保有機関が保有する特定個人情報の照会と提供を、符号を用いて行う。

 ②事務の概要



 特定個人情報ファイル取扱者数は500人以上か ＜選択肢＞

＜選択肢＞

2) 1,000人以上1万人未満
3) 1万人以上10万人未満

1) 1,000人未満（任意実施）

 評価対象の事務の対象人数は何人か

Ⅱ　しきい値判断項目

[

 １．対象人数

4) 10万人以上30万人未満
5) 30万人以上

1) 500人以上 2) 500人未満]

]1,000人以上1万人未満

 しきい値判断結果

Ⅲ　しきい値判断結果

基礎項目評価の実施が義務付けられる

 いつ時点の計数か 平成27年4月1日 時点

 ３．重大事故

 過去１年以内に、評価実施機関において特定個
人情報に関する重大事故が発生したか

[ 発生なし 2) 発生なし1) 発生あり] ＜選択肢＞

平成27年4月1日 時点

 ２．取扱者数

 いつ時点の計数か

500人未満[



変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成28年11月21日

Ⅰ関連情報
４.評価実施機関における担当
部署
②所属長

健康福祉課長　赤地忠勝 健康福祉課長　河島幸弘 事後


